
第 ９ 回

渋川地区市町村任意合併協議会会議録

日 時 平成１６年６月３０日（水）

午後１時００分～２時４９分

場 所 渋川プリオパレス

渋川地区市町村任意合併協議会



- -1

１ 出席及び欠席委員等

□出席委員等（委員４６名・参与５名）

役職名 委員区分 氏 名 備 考

会 長 木 暮 治 一 渋川市長

副会長 １号委員 関 口 俊 二 伊香保町長

(市町村長) 小 野 利 治 小野上村長

阿久津 貞 司 子持村長

永 井 良 一 赤城村長

木 村 榮 一 北橘村長

委 員 ２号委員 桑 島 保 男 渋川市助役

（助役） 村 尾 隆 史 伊香保町助役

野 村 哲 男 小野上村助役

信 澤 明 子持村助役

都 丸 芳 雄 赤城村助役

塩 谷 勝 巳 北橘村助役

３号委員 宮 下 宏 渋川市議会議長

(議会議員) 小 林 雅 夫 渋川市議会選出議員

新 井 晟 久 渋川市議会選出議員

松 本 好 司 伊香保町議会議長

橋 寿 男 伊香保町議会選出議員髙

塩 野 光 弘 伊香保町議会選出議員

平 方 由 衛 小野上村議会議長

中 沢 義 美 小野上村議会選出議員

角 田 皇 小野上村議会選出議員

山 下 重 夫 子持村議会議長

埴 田 彦一郎 子持村議会選出議員

後 藤 邦 夫 子持村議会選出議員

角 田 一 民 赤城村議会議長

岩 崎 幸 代 赤城村議会選出議員

狩 野 富 雄 赤城村議会選出議員

狩 野 義 雄 北橘村議会議長

南 雲 鋭 一 北橘村議会選出議員

楯 信 一 北橘村議会選出議員
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役職名 委員区分 氏 名 備 考

委 員 ４号委員 町 田 久 渋川商工会議所会頭

(学識経験者) 飯 野 照 男 渋川市農業委員会会長

山 口 源一郎 伊香保町区長会会長

木 暮 敞 治 小野上村商工会会長

村 上 嶋 男 小野上村農業委員会会長

小 野 こ と 小野上村レディースクラブ会長

飯 塚 重 雄 子持村自治会長連絡協議会会長

石 関 吉 幸 子持村商工会会長

木 暮 政 光 赤城村商工会会長

兵 藤 吉 弘 赤城村農業委員会会長

池 田 洋 一 赤城村区長会会長

井 野 信一郎 北橘村区長会会長

中 村 亮 典 北橘村商工会会長

小 泉 隆 雄 北橘村農業委員会会長

５号委員 戸 所 隆 高崎経済大学地域政策学部教授

(市町村共通学 小 野 宇三郎 群馬県埋蔵文化財調査事業団理事長

識経験者) 桜 井 芳 樹 渋川地区医師会会長

参 与 角 田 登 群馬県議会議員

真 下 誠 治 群馬県議会議員

登 坂 建 一 渋川行政事務所長

亀 井 勝 男 北群渋川農業協同組合代表理事組合長

三 田 善一郎 赤城橘農業協同組合代表理事組合長

監 査 阿久澤 明 子持村監査委員

委 員 田 子 玲 子 赤城村監査委員

□欠席委員等（委員４名・参与１名）

委 員 ４号委員 今 成 久 男 渋川市自治会連合会会長

千明三右衛門 （社）伊香保温泉観光協会会長

長 竹 佳 子 伊香保町婦人会会長

小 澤 一 二 子持村農業委員会会長

参 与 大 林 喬 任 群馬県議会議員
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□市町村合併担当課長等

市町村名 氏 名 備 考

渋川市 都 丸 博 樹 企画課長

伊香保町 高 橋 義 明 企画観光課長

小野上村 平 方 敏 治 企画観光課長

子持村 後 藤 光 好 企画課長

赤城村 樺 澤 常 雄 企画課長

北橘村 町 田 進 企画財政課長

□事務局職員

市町村名 氏 名 備 考

渋川市 吉 原 康 之 事務局長

渋川市 五十嵐 研 介 事務局次長

渋川市 福 島 泰 利 総務ＧＬ（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ）

渋川市 笹 原 浩 計画Ｇ（ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

渋川市 灰 田 幸 治 調整Ｇ

渋川市 木 村 毅 総務Ｇ

伊香保町 藤 岡 孝 広 計画ＧＬ

小野上村 飯 塚 玄 浩 調整Ｇ

子持村 寺 島 剛 総務Ｇ

赤城村 須 田 茂 之 計画Ｇ

北橘村 萩 原 一 夫 調整ＧＬ

□傍聴人

区 分 人 数 備 考

報道関係者 ４社 ４名

一 般 １５名

合 計 １９名
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２ 会議に付した案件

□報告事項

報告第２１号 渋川地区市町村任意合併協議会委員等の変更について

報告第２２号 平成１５年度渋川地区市町村任意合併協議会事業報告

報告第２３号 平成１５年度渋川地区市町村任意合併協議会歳入歳出決算

報告第２４号 議会の議員の定数等に関する小委員会報告

報告第２５号 農業委員会の委員の定数等に関する小委員会報告

報告第２６号 新市建設計画（案）報告

□協議事項

議案第５２号 平成１６年度渋川地区市町村任意合併協議会歳入歳出補正予算
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開 会（午後１時）

ただいまから第９回渋川地区市町村任意合併協議会事務局次長（五十嵐研介君）

を開催させていただきます。

まず初めに、会長であります木暮渋川市長よりごあいさつを申し上げます。

どうも皆さん、こんにちは。本日は委員の皆様には大変お忙会長（木暮治一君）

しい中にもかかわりませず、協議会にご出席を賜りまして、まことにありがとう

ございます。

さて、本協議会につきましては、本日で第９回目を迎えたわけでありますが、

報告事項、協議事項合わせまして７件についてご協議をお願いすることになって

おります。任意合併協議会の開催予定につきましては、今回を最終の協議会とし

てきたわけでありましたが、前回の協議会でも申し上げましたとおり、新市の名

称に関することや地域審議会の扱いなど、未協議の項目や協議は終了したものの

新市における支所の業務の範囲がどのようになるのかといった具体的な内容につ

きましては、整理をし、皆様にご報告し、協議をいただく項目も残っているとこ

ろであります。このようなことから、今回の協議会以降につきましても、状況に

応じまして、さらに協議会の開催をお願いしたいと考えております。

国では、先ほどの通常国会におきまして、合併特例法が改正され、合併の期日

につきましては、１年間延長されたわけでありますが、合併を協議する期間につ

きましては、ほとんど従来と変わっておりません。このようなことから、法定協

議会への移行の時期につきましては、関係町村のそれぞれの事情はあるものの、

なるべく早い時期に法定協議会を設置することが望ましいものと考えておりま

す。開会に当たりまして、皆様にご協力をお願いし、ごあいさつとさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。事務局次長（五十嵐研介君）

それでは、ただいまから次第に基づきまして協議事項に入らせていただきます

が、会議録作成上、ご質問等がある場合には、マイクをお持ちいたしますので、

市町村名とお名前を述べていただいてからご発言をお願いいたします。

会議の議長につきましては、本協議会規約第10条第２項の規定によりまして、

会長が議長になることとされておりますので、会長に議事進行をお願いいたしま

す。

なお、本日は46人の委員さんにご出席をいただいております。委員定数50人の

半数以上の出席となりますので、協議会規約の定めによりまして、会議が成立し

ておりますことを申し添えいたします。

それでは、会長、よろしくお願いいたします。
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、 、議長 木暮治一君（ ） それでは しばらくの間議長を務めさせていただきますので

よろしくご協力をお願い申し上げます。

まず最初に、会議録署名人の指名でありますが、協議会会議運営規程に基づき

まして、議長が指名することになっております。各市町村の特別職にお願いする

、 、こととしておりますので 前回は小野上村の野村助役にお願いいたしましたので

今回は伊香保町の村尾助役さんにお願いいたしたいと思います。ご承認をお願い

いたします。ご異議ございませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

ご異議なしと認めます。議長（木暮治一君）

ご承認ありがとうございました。

、 。会議録署名人につきましては 伊香保町の村尾助役さんにお願いをいたします

それでは、早速ですが、議事に入らせていただきます。

次第３の報告事項、報告第21号 渋川地区市町村任意合併協議会委員等の変更

についてを議題といたします。

事務局の説明をお願いいたします。

事務局長。

報告第２１号 渋川地区市町村任意合併協議会委員等の変更について

それでは、１ページをごらんいただきたいと思います。事務局長（吉原康之君）

報告第21号につきましてご説明申し上げます。渋川地区市町村任意合併協議会

委員等の変更についてご説明するものでありまして、このことについて次のとお

り報告するものであります。

下記にあります表をごらんいただきたいと思いますが、４号委員でありました

高橋さんが中村さんに、それから参与でありました伊藤さんが亀井さんに変更す

るものでありまして、理由でありますが、高橋さんにつきましては、北橘村の商

、 。 、工会の会長さんに変更がありました関係上 変更するものであります それから

参与の伊藤さんにつきましては、ＪＡ北群の専務理事組合長に変更がありました

もので、委員の変更をお願いするものであります。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

事務局の説明が終わりましたが、ここで新しい委員さんに自議長（木暮治一君）

己紹介をお願いしたいと思います。

北橘村の商工会長であります中村委員さんからお願いをいたします。

皆さん、お世話になります。新しく仲間に入れていただきま委員（中村亮典君）

した北橘村の商工会長の中村と申します。５月の28日から兼ねましたので、よろ

しくお願いします。
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ありがとうございました。議長（木暮治一君）

続きまして、参与でありますＪＡ北群渋川の亀井さんにお願いいたします。

ＪＡ北群渋川の組合長の亀井でございます。ことしの役員改参与（亀井勝男君）

選で常勤役員が改選されまして、前副組合長の伊藤副組合長から私に変更になり

ました。先輩皆様方のご指導のほどをよろしくお願いを申し上げます。

ありがとうございました。議長（木暮治一君）

新しい委員さん、参与の皆さんにはよろしくお願いをいたしたいと思います。

それでは次に、報告第22号 平成15年度渋川地区市町村任意合併協議会事業報

告並びに関連がありますので、報告第23号 平成15年度渋川地区市町村任意合併

協議会歳入歳出決算を一括議題といたします。

事務局の説明をお願いいたします。

事務局長。

報告第２２号 平成１５年度渋川地区市町村任意合併協議会事業報告

報告第２３号 平成１５年度渋川地区市町村任意合併協議会歳入歳出決算

それでは、３ページをごらんいただきたいと思います。事務局長（吉原康之君）

報告第22号につきましてご説明を申し上げます。平成15年度渋川地区市町村任

意合併協議会事業報告について別紙のとおり報告するものであります。

５ページをお願いいたします。まず、１の協議会関係でありますが、平成15年

８月28日、これ記載がありませんが、渋川地区市町村任意合併協議会を設置をい

たしました。冒頭にあります10月５日でありますが、第１回の任意協議会を開催

をいたしました。この協議会では、会議運営規程ほか、記載の項目につきまして

協議をしていただきまして、その中ではその後協議を行う協議項目25項目を決定

していただきました。

第２回以降でありますが、本年度におきましては、次ページになりますが、６

回の協議会を開催いたしたところであります。

６ページをお願いいたしたいと思います。次の２の小委員会の開催であります

が、議会の議員の定数等及び農業委員会の委員の定数等につきまして、議論をし

ていただくために、それぞれ表に記載の小委員会を設置をいたしまして、表にあ

りますように議員の関係では２回の会議を、また農業委員の関係では１回の会議

を開催いたしました。後ほどそれぞれ小委員会の会長からこれまでの経過等につ

いて中間報告をしていただくことになっておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。

次の３の新市建設計画案の策定につきましては、表の３行目になりますが、平

成15年11月18日に業務委託契約を締結いたしまして、以下記載の作業を進めたと
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ころであります。計画につきましては、後ほどこれまでに整理したものについて

報告することにしております。

次に、７ページをごらんいただきたいと思いますが、４は任意協議会の下部組

織であります幹事会等の活動の状況を整理いたしたものでありまして、幹事会以

下それぞれ記載の会議回数となっております。分科会の回数は27分科会で112回

開催をいたしております。

５は、協議だよりの発行の状況でありますが、創刊号を含めまして６号を発行

し、協議会の協議結果など、合併に係ります取り組み等について住民に対する周

知に努めるところであります。

６も合併の取り組みにつきまして、住民等に対する周知に関連したものであり

ますが、ホームページに最新の会議資料、会議結果等を掲載いたしました。

７は、その他調査事業ということで、下段にありますように条例等の例規調製

業務等を進めたところであります。事業報告については以上であります。

それでは、９ページをお願いいたします。報告第23号につきましてご説明申し

上げます。平成15年度渋川地区市町村任意合併協議会歳入歳出決算について、別

、 、 。紙決算書のとおり監査報告をしまして 報告をし 承認を求めるものであります

歳入総額1,619万9,037円、歳出総額1,404万3,604円で、歳入歳出差し引き残高

は215万5,433円でありました。

11ページをお願いいたします。まず、歳入でありますが、表は上段にあります

ように、左から款、項、目、予算現額、収入済額、備考欄という順序で項目を設

けておりますが、予算現額の中央にあります計の欄とやや右の方になりますが、

収入済額を対比させながら必要に応じまして、当初予算額、補正予算額の状況を

あわせて説明をすることにいたしたいと思いますので、よろしくお願いします。

まず、１の負担金でありますが、計の欄でありますが、1,329万9,000円であり

ます。これは、当初予算額1,619万9,000円に対しまして、補正予算額の欄にあり

ますように290万円を減額した結果でありまして、後ほど説明いたします県補助

。 、金を年度の途中に受けることができたことに伴うものであります 収入済額の欄

予算現額と同額の1,329万9,000円でありました。関係市町村の負担額は、それぞ

れ備考欄に記載のとおりであります。

次の２の諸収入は、預金利子でありますが、予算現額1,000円に対しまして、

収入済額の欄でありますが、37円の収入でありました。

３の県補助金でありますが、予算現額290万円に対しまして、同額の収入であ

りました。これは、備考欄にありますように、協議会に対する支援補助金、平成

15年３月８日に決定をいただいたところでありますが、その支援補助金でありま

して、協議会の運営費や広報費等に対するものであります。

以上の結果、最下欄でありますが、予算現額1,620万円に対しまして、収入済
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額1,619万9,037円でありました。

それでは、12ページをごらんいただきたいと思います。歳出について説明を申

し上げます。左側にあります款、項、目、節、先ほどの歳入場合と同様にご説明

を申し上げたいと思います。

まず、１目の会議費でありますが、予算現額の計の欄179万8,000円に対しまし

て、支出済額は164万7,873円でありました。この内訳につきましては、１節の報

酬以下記載のとおりでありますが、詳細については説明を省略をいたします。

次に、２目の事務局費でありますが、予算現額の計の欄350万8,000円に対しま

、 、 。 、して 支出済額は236万4,346円で 不用額は114万3,654円となりました これは

以下にあります７の賃金、12の役務費、それから次ページになりますが、19の負

担金に比較的多額の不用額が出たことによるものであります。各節の詳細につき

ましては、説明を省略いたします。

次の13ページになりますが、左側にあります２款の事業費であります。当初予

算額1,083万7,000円に対しまして、後ほど説明をいたします印刷製本費に充てる

、 、ため５万5,000円を予備費から流用いたしまして 予算現額計の欄でありますが

1,089万2,000円ということにいたしました。支出済額でありますが、1,003万

1,385円で、この内訳となります１項１目の広報費でありますが、予算現額の計

の欄289万2,000円に対しまして 支出済額は236万6,385円で 不用額は86万615円、 、

となりました。この広報費では、11節需用費の欄の支出済額236万6,385円とあり

ますように、需用費における協議会だよりに係る支出が主なものであります。

次に、２項１目の調査研究費でありますが、予算現額の計の欄800万円に対し

まして、支出済額は766万5,000円で、これは13節の委託料に係るもので、内訳は

備考欄にありますように、新市建設計画策定業務以下それぞれ記載の委託を行っ

たところであります。

３款の予備費でありますが、当初予算額50万円を備考欄記載のとおりそれぞれ

流用させていただきまして、以上の結果、最下欄になりますが、歳出合計は予算

額1,620万円に対しまして、支出済額1,404万3,604円で、不用額215万6,396円と

なりました。欄外は冒頭で申し上げましたとおりでありますが、歳入歳出差引残

高215万5,433円は、次年度へ繰り越すことといたしました。

以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願

いいたします。

事務局の説明が終わりましたが、監査委員によります監査も議長（木暮治一君）

行われておりますので、監査委員の田子さんから監査報告をお願いいたします。

平成15年度渋川地区市町村任意合併協議会歳入歳出決算監査委員（田子玲子君）

監査報告、平成15年度渋川地区市町村任意合併協議会歳入歳出決算について、監

査行ったところ、決算計数は関係帳簿と符合し、かつ正確であり、予算の執行も
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適正であると認めます。平成16年６月９日、監査委員、田子玲子、阿久澤明。

以上でございます。

ありがとうございました。議長（木暮治一君）

監査委員から監査報告がなされました。

報告第22号並びに報告第23号につきまして、ご質問等ございましたらお願いを

いたします。

はい。

。 。委員 新井晟久君（ ） 渋川市の新井です 報告第22号についてお聞きをいたします

先ほど説明がございました任意合併協議会の開催、１回から６回までというこ

とで協議事項について協議を進めたわけでございますが、この協議事項について

はこれですべて完了ということでよろしいんですか。

事務局長。議長（木暮治一君）

ただいまのご質問は、協議項目がすべて終了したかとい事務局長（吉原康之君）

う、こういうご質問でありますが、先ほど会長のあいさつにもございましたよう

に、協議項目についてはまだ未協議の項目が大きな項目で分けまして、これ後ほ

ど説明をいたす予定でありますが、６項目ほど残っております。それから、既に

協議された項目についても、一定の方針はご協議いただきまして、決定していた

だいたところでありますが、基本的なその部分については、項目によっては合併

時までに調整を続ける。あるいは合併後も引き続き調整をするといった方針で決

定をしていただいているものについても、いずれにいたしましても、今後合併に

際して行政が円滑に進むようにそれぞれ引き続き協議あるいは検討の結果を報告

するというような、そういった必要性がありますので、そのために協議項目につ

いては協議会に報告をするというようなことで、協議会をいずれにしても、開催

、 。をしていただくような状況があるということで ご理解いただければと思います

はい。議長（木暮治一君）

私が聞いているのは、第１回から第６回までのこの協議項目委員（新井晟久君）

のことについてでございます。後ほど今後のスケジュールの中で説明があります

けれども、それはそれとして、私はこの１回から６回までの間でどうしたのかと

、 、 、いうことで というのは私も前に質問したことがあるんですが 第４回の使用料

手数料等の取扱い、それと第６回の住民窓口業務の取扱い、この点について過日

の第６回のときでしたか、質問したことがありました。手数料については、各市

町村同じものはそのままでいくと、差異のあるものについては、合併時に統一す

るということで、第６回目のときにその手数料の差異のあるのは三つあったんで

す。第６回目のときに窓口業務の取扱いで、差異のあるものについて二つ統一が

図られたわけです。一つは、そのとき私は何でそれもう一つ上げなかったんかと

言ったんです。そのときの答弁が何だっけな、ちょっと忘れましたけども、この
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第６回までの協議はすべて終了したのかということは、そういう意味で言ってい

るんで、今後のスケジュールについては、その点は入っていないんです。これは

、 。これから説明すると思うんですけど その点についてお聞きをいたしております

事務局長。議長（木暮治一君）

これは、前の今お話のありましたご質問のときにも申し事務局長（吉原康之君）

上げましたとおり、基本的には協議項目ということで、毎回会議の最後に次回の

協議項目はということでご報告を申し上げております。それについては、いずれ

にしても、流動的な要素がありますし、その予定どおり進まないということもあ

ります。今お話のように６回までの協議項目につきましても、先ほど申し上げま

した協議項目の中には、方針を一般的な方針としてご決定いただいたものもあり

ますから、そういう意味では引き続きその協議をしていくための検討を続けてい

ると、こういうことになっております。

それから、手数料等で二つ上げて、一つはどうかという、こういうお話も前に

あったわけでありますけれども、これは公共的団体等のそれから補助金等もそう

でありますけれども、区分けが重複するものもありまして、そういう意味では、

場合によっては手数料に関するものでありますけれども、違ったところの協議項

目で検討すると、こういうこともありますので、その辺はこれ手数料に限らずほ

かのものも含めてそうでありますけれども、そういう整理が必ずしも完全に区分

けして整理ができないというようなこともありますので、その辺は順序が前後す

るようなことも出てきますんで、よろしくお願いしたいと思います。

はい。議長（木暮治一君）

前回の答弁は手落ちだったということを言っていたんです。委員（新井晟久君）

今後のスケジュールについてはその点が入っていないんで、今後これから来月も

う一回やりますけども、また今後のスケジュールがずっといろいろこれから協議

項目する、調整方針をする内容がこれから説明があるんですけども、その点につ

いては私はせっかくの第６回のときに窓口業務の問題についてそういう項目があ

ったのにもかかわらず、三つの中で二つしか上げていないので、一つはどうした

んだと。申しわけありません。手違いだったというか、落としたとかと、そんな

ような答弁があったんです。だったら今後のスケジュールの中にもその点はちゃ

んと入れるべきじゃないかと、こう思うんですけど。

事務局長。議長（木暮治一君）

、 、事務局長 吉原康之君（ ） 概括的には 先ほど答弁申し上げたとおりでありまして

先ほどご質問の中にありましたように、手数料につきましては、たしかこちらの

手落ちだということでご質問にお答えしていると思います。ただ、それについて

も今分科会の方で検討いたしておりまして、先ほど申し上げました一定の協議方

、 、針が出ても そういうものの中で具体的にさらに検討を進めてご報告をするなり
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あるいはご協議いただく項目も当然出てきますから、その辺はそういうことでぜ

ひご理解をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

ほかにございませんか。議長（木暮治一君）

（ なし」と呼ぶ者あり）「

ほかに質問等もございませんようですので、お諮りをいたし議長（木暮治一君）

ます。

報告第22号並びに報告第23号につきましては、原案のとおり承認することにご

異議ございませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

ご異議ございませんので、報告第22号並びに報告第23号は、議長（木暮治一君）

原案のとおり承認されました。

続きまして、報告第24号 議会の議員の定数等に関する小委員会報告を議題と

いたします。

、 。小委員会報告につきましては 小委員会の宮下委員長からお願いをいたします

報告第２４号 議会の議員の定数等に関する小委員会報告

ただいまご紹介をい議会の議員の定数等に関する小委員会委員長（宮下 宏君）

ただきました議会の議員の定数等に関する小委員会の委員長の宮下です。よろし

くお願いをしたいと思います。

小委員会での協議経過並びに協議結果についてご報告を申し上げます。

協議会資料19ページをお願いいたします。渋川地区市町村任意合併協議会小委

、 、員会規程第11条の規定に基づき 議会の議員の定数等に関する小委員会について

次のとおり報告するものであります。

まず最初に、１の協議経過でありますが、第１回小委員会につきましては、平

成16年２月24日に開催し、委員長、副委員長の互選を行い、その結果につきまし

ては、第６回協議会で報告されたとおりであります。

続いて、第２回小委員会を３月23日に開催し、議会の議員の定数等の取り扱い

について、事務局より説明を受け、合併特例法の特例、議員の定数、任期、選挙

区の設置などについて意見交換を行いました。

続いて、第３回小委員会を４月13日に開催し、前回の意見を踏まえ、協議の方

法、定数及び任期の取り扱いについて意見交換を行いました。

続いて、第４回小委員会を５月10日に開催し、定数特例、在任特例を適用した

場合の具体的例示をもとに意見交換を行い、３号委員との合同会議を開催するこ

とを決定いたしました。

この決定に基づき５月31日に小委員会と３号委員との合同会議を開催し、特例
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の適用について意見交換を行い、次回小委員会までに定数特例を適用するのか、

在任特例を適用するのか、各市町村議会で意見集約を行うことを確認いたしまし

た。

この確認を受けまして、６月26日に第５回の小委員会を開催いたしました。第

５回小委員会では、各市町村議会の意見集約結果の報告を受け、小委員会として

の方向性について協議を行い、その結果については小委員会での確認事項として

取りまとめを行いました。①としまして、定数特例を適用するか、在任特例を適

用するか、引き続き協議を行うこと。②として、仮に定数特例を適用する場合の

議員の定数は44人から50人程度とすること。③として、仮に在任特例を適用する

場合の在任期間は、１年以内とすること。④として、特例期間終了後の新市の議

員定数は30人とし、選挙区は設置しないこと。⑤として、協議会の中間報告を行

い、協議会委員の意見を受け、再度小委員会で取りまとめを行うこと。以上が第

５回小委員会での確認事項であります。

次に、資料の20ページをお願いしたいと思います （２）は、各市町村議会の。

意向を整理したもので、六つの議会でそれぞれが意見集約に向けてご協議をいた

だいたわけですが、定数特例、または在任特例のどちらか一つの方向に集約がで

きない議会もあったので、ここでは各議会の大勢として整理をしています。①の

定数特例を適用するとするものが二つの議会の意向で、その内容を見ますと、議

員定数は44人とすること。設置選挙の際には、選挙区を設けること。選挙区の定

数については、基礎定数を３人とするものと４人とするものとがあります。②の

在任特例を適用するものが四つの議会の意向で、その内容を見ると、在任期間は

１年以内とし、特例期間中の報酬については、現行のとおりとする意見と渋川市

と同額もしくは他の基準で統一する意見とがあります。

以上が小委員会での協議結果ですが、この後に事務局から各議会の現況や特例

制度等について説明があります。委員の皆さんからの忌憚のないご意見をいただ

き、今後の小委員会の議論の中に生かしていきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いをいたします。

以上をもって議会の議員の定数等に関する小委員会報告といたします。

ありがとうございました。議長（木暮治一君）

引き続きまして、参考資料について事務局より説明をお願いいたします。

事務局長。

それでは、21ページをごらんいただきたいと思います。事務局長（吉原康之君）

これからご説明申し上げますものにつきましては、ただいま小委員会の委員長か

らご報告をいただきました議論の前提となりました資料であります。報告第24号

の３号資料ということでご説明申し上げるものであります。これは、合併特例法

に定められている議会の議員に係る特例措置などにつきまして、以下整理したも
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のであります。最初に、議会の議員の特例等について説明をいたします。

まず、１の市町村の現況でありますが、表は関係市町村の議員定数等について

整理をいたしたものでありまして、一番左側の欄をごらんいただきたいと思いま

すが、①の議員定数でありますが、法定とありますのは、地方自治法に人口規模

によりまして定められている議員数で、条例とありますのは、ただいまの法定数

を踏まえまして、条例でそれぞれ定められております議員数であります。現員と

ありますのは、現在在任をしている議員数で、それぞれ一番右側の合計欄になり

ますが、合計欄のとおりであります。

次に、現在の議員の任期でありますが、②のとおりであります。伊香保町及び

子持村の議員の任期は、平成16年10月７日で最も早く任期が満了となります。ま

た、赤城村の議員の任期が平成17年８月31日となっておりまして、今後合併期日

を検討する場合の重要な検討項目の一つになると考えております。

次に、２の議会議員の定数と任期における一般原則と特例についてというのが

、 。 、（ ） 。ありますが それについてご説明申し上げます まず １ の原則であります

点線内の四角を見ていただきたいと思いますが、左側の下に設置選挙という記載

があります。これは、議員につきまして合併の前日ですべて失職をいたしますか

ら、合併後50日以内に選挙を行うことになりまして、これが記載の設置選挙であ

ります。この場合には、選挙区を設けることができまして、各選挙区の定数につ

きましては、人口比によらないとすることができます。例えばということで、そ

の四角の外に表が整理してありますが、一番下段でありますが、下段の表のよう

に基礎定数を１、２、３とした各場合について整理したものであります。基礎定

数１とした場合について、表を見ていきますと、渋川市が14、伊香保町が２、小

野上村が２、子持村が２、赤城村が４、北橘村が４となります。

次に、四角の点線の今度は上になりますが、報酬の比較という表があります。

これは、渋川市の現在の議員報酬を基準にいたしまして、６市町村の現在の議員

、 、報酬を比較いたしたものでありまして 原則との差額の欄というのがありますが

その欄を見ていただきますと、原則の30人といたしますと、２億328万4,000円の

減となります。

次の22ページをごらんいただきたいと思います。次に、定数特例についてご説

明を申し上げます。ここでも下の方に記載をしてあります点線の四角の中をごら

んいただきたいと思います。定数特例を採用いたしますと、合併後50日以内にさ

らに四角の中に記載をいたしましたように、定数60人以内で設置選挙を行いまし

て、この場合には任期は４年間であります。この場合にも選挙区を設置すること

が可能でありまして、この場合の選挙区の定数については、４年間に限り人口比

によらないとすることができます。そして、例えばということで整理をいたした

ものが今度は表の上になりますが、整理したものであります。表の左側にありま
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す定数を40と決めたものについて、表を見ていきますと、上段から基礎定数１以

下、２、３、４と整理をしてあります。これにそれぞれ人口割とありますが、人

口割を加えましたものが表の数字であります。基礎数値を１とした上段について

見ますと、渋川市が19人、伊香保町が３、小野上村が２、子持村が５、赤城村が

６、北橘村が５ということになります。以下同様にごらんをいただくわけであり

ます。

また点線の四角の中にお戻りいただきたいと思いますが、特例の４年間が経過

をいたしますと、下の方に一般選挙という四角がありますが、今度は30人以内で

。 、選挙が行われることになります この場合にも選挙区の設置が可能でありまして

選挙区の定数は30人ということで整理をいたしますと、ここでは人口比というこ

とになりますので、以下の表にありますように、渋川市が16、他町村はそれぞれ

記載の数になります。その下にあります表は、報酬の比較ということで、現在の

６市町村の報酬の合計額及び原則30人の場合を基準に、それぞれ記載の定数で比

較をしたもので、まず①との差額の欄を見ていただきますと、上からそれぞれ現

行の６市町村の報酬額よりも記載の額が低くなります。それから、原則との差額

の欄を見ていただきますと、こちらでは当然でありますが、いずれの場合も記載

の額がふえることになります。

23ページをお願いいたします。まず、ここでも点線の四角の中をごらんいただ

きたいと思いますが 在任特例を採用いたしますと 選挙は行われず 議員は94人、 、 、

在任することになり、在任は２年以内で決めることになります。特例期間が経過

、 、 。いたしますと 一般選挙となりまして 議員数は30人以内ということになります

選挙区の設置も可能でありまして、この場合は人口比で各選挙区の定数が定めら

れまして、以下の表のとおりになります。

次に、このページの上の方に報酬の比較ということで整理をした表があります

が、ここでは在任特例を採用した場合に現在の議員報酬を上回らないようにする

にはということで検討したものでありまして、表をごらんいただきたいと思いま

すが、表の１年の欄にありますように、上から現６市町村の報酬の計が３億

8,966万5,000円、渋川市の報酬に合わせますと５億7,944万3,000円、最下段が渋

川市の報酬額で、原則の30人の場合でありますが、１億8,631万1,000円となりま

す。右側の欄がただいまの原則との差でありまして、それぞれ記載の額となりま

す。欄外の記述でありますが、表の②について、現行の６市町村の合計額と同じ

にするにはということで、整理をしたものでありまして、この場合には在任期間

を９カ月ということにすれば、括弧内にありますように３億8,771万円となりま

して、ほぼ同額となります。

次に、３は県内の協議会における決定状況でありますが、表は前橋市ほか記載

の２市の状況を整理したものでありまして、左の前橋市から見ていきますと、上
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から順に編入合併で在任特例を採用し、議員数は88人、合併期日は平成16年12月

５日、在任期間は平成17年４月22日までの３カ月間、合併後の定数は46人、選挙

区は旧市町村ごとに、報酬額は現前橋市に合わせるということであります。

次の伊勢崎市の場合も同様に見ていきまして、この場合は新設合併でありまし

て、在任特例を採用し、議員数は84人、合併期日は平成17年１月１日、在任期間

は平成18年４月30日で、１年４カ月、選挙区は設けないこととし、報酬額は伊勢

崎市に合わせたということであります。

一番右の太田市の場合でありますが、新設合併で在任特例を採用し、議員数は

78人で、合併の期日は平成17年３月28日で、在任期間は平成19年の３月27日まで

の２カ年ということで、特例期間いっぱいとしたということであります。合併後

の議員数は38人で、選挙区は設けないこととしたということであります。報酬額

は２段階方式で、３町分については町村で最高の大泉町に、次の段階で11市最低

の沼田市の例でということで、現在調整中だということであります。

以上で資料の説明を終わります。よろしくお願いいたします。

小委員会に続きまして、事務局の説明が終わりましたが、報議長（木暮治一君）

告第24号につきましてご質問等ございましたらお願いいたします。

はい。

渋川の町田と申します。私は、今回の合併の目的は、今後歳委員（町田 久君）

入不足が予測される中で、各自治体が大同団結をしまして、いろいろな経費を削

減して、福祉等も含めた住民サービスをいかに低下させないでいくかという、そ

ういう点では避けて通れない問題じゃないかなというふうに考えております。そ

ういう点で、この議会の議員定数の問題ということにつきましては、費用の問題

とともにといいますか、住民も非常に関心が強いということと、それから合併に

対する今後の姿勢としての関心も非常に強いんじゃないかというふうに考えてお

ります。今回のいろいろな案がありましたけれども、私個人としましては、21ペ

、 、ージの一般原則の30人で 議員の皆さんにまことに申しわけないんですけれども

いくべきではないかというふうには考えておったんですけれども、小委員会の議

論の中で、特例を適用すべきだというご意見の方が強いということですので、そ

ういうことであれば、22ページの定数特例を適用すべきではないかなというふう

に考えます。定数特例につきましてもなるべく少数の定数でいくほうがよろしい

のではないかと思います。23ページの在任特例に関しましては、県内でも幾つか

の市で採用されているようですけれども、非常に住民からの批判が強いというふ

うにも聞いておりますし、実際にその報酬問題以外にも大人数のそういった会議

の場所を設営するとか、いろんな費用の面でむだなというか、費用が発生すると

いうふうにも伺っております。そういったことを考えますと、合併の趣旨に反す

るんじゃないかなというふうに考えますので、ただいま宮下委員長の方から小委
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員会の確認事項の中で、定数特例を適用する場合の議員の定数は44人がよろしい

んじゃないかというふうに考えますので、意見を述べさせていただきました。

以上です。

はい。議長（木暮治一君）

伊香保の塩野でございます。確認のためだけなんですけれど委員（塩野光弘君）

も、この小委員会の報告によりますと、まず小委員会の確認事項ということで、

②、定数特例を適用する場合の議員の定数は44人から50人程度とすることという

ことになっています。それで、裏の（２）の各市町村議会の意向ということで、

①、定数特例を適用する意見の中の特例を適用する議員定数44人ということにな

っているんです。小委員会の確認事項は、44人から50人というふうに幅がありま

す。片方の各市町村議員の意向としては44というふうに限定しています。今後の

小委員会等の議論の中で、例えば定数特例を適用する場合は44一本でいくのか。

19ページにあるように、44人から50人程度ということで幅を持たせて検討してい

くのか。その辺がやや矛盾を生じるのかなという感じがいたしますので、その辺

お決まりでございましたら聞かせていただきたいということでございます。

はい。議長（木暮治一君）

お答えをしたいと思議会の議員の定数等に関する小委員会委員長（宮下 宏君）

います。

②で44人から50人、また次ページでは44人とすること。これはあくまでもまだ

決定をしておるわけではありませんので、今回のこの皆さんの声を聞きながら次

の会議でその辺をしっかりと決めていきたいと、そう思っておるところでありま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

はい。議長（木暮治一君）

わかりました 結構でございます 伊香保は 前々どおり44と委員 塩野光弘君（ ） 。 。 、

いう数字を提出しておるので、もしご意見ということであればそれで進んでいた

だきたいというふうにご要望いたします。

ほかにございませんか。議長（木暮治一君）

（ なし」と呼ぶ者あり）「

、 、 。議長 木暮治一君（ ） ございませんようですので 質問 意見を終結をいたします

ただいまの小委員会報告につきましては、宮下委員長の方からのご報告のとお

り、この協議会の委員の皆さん方のご意見を拝聴しながら、さらに委員会で詰め

ていくということでございますので、小委員会報告につきましては、以上で終了

することでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

、 、 。議長 木暮治一君（ ） それでは 報告につきましては 終了することにいたします

引き続きまして、報告第25号の農業委員会の定数等に関する小委員会報告を議
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題といたします。

小委員会報告につきましては、小委員会の小林委員長さんから報告をお願いい

たします。

報告第２５号 農業委員会の委員の定数等に関する小委員会報告

ただいまご紹農業委員会の委員の定数等に関する小委員会委員長（小林雅夫君）

介いただきました農業委員会の委員の定数等に関する小委員会の委員長の小林で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。

小委員会での協議経過並びに協議結果についてご報告申し上げます。

協議会資料27ページをお願いいたします。渋川地区市町村任意合併協議会小委

員会規程第11条の規定に基づき、農業委員会の委員の定数等に関する小委員会に

ついて、次のとおり報告するものであります。

まず最初に、１の協議経過でありますが、第１回小委員会につきましては、平

成16年３月30日に開催し、委員長、副委員長の互選を行い、その決定につきまし

ては、第７回協議会で報告されたとおりであります。

続いて、第２回小委員会を４月14日に開催し、農業委員会の委員の定数等の取

り扱いについて、事務局より説明を受け、委員の定数、任期、選挙区などについ

て意見を交換いたしました。

続いて、第３回小委員会を５月12日に開催し、前回の意見を踏まえて、意見交

換を行いましたが、意見の内容につきましては、合併特例法第８条に基づき、在

任特例を適用し、80人以内の委員さんが１年以内に引き続き在任するという意見

や農業委員会等に関する法律第34条を適用し、合併後も引き続き６市町村の農業

委員会がそのまま新市の農業委員会として存続してはどうかといった意見が出さ

れました。

続きまして、第４回小委員会を５月31日に開催し、小委員会の方向づけとして

合併特例法に基づき在任特例を適用するか。農業委員会等に関する法律第34条を

適用し、六つの農業委員会を存続させるかの二つの案に絞られ、各市町村の農業

委員会に持ち帰り、この２案のどちらかを選択するか。また、その具体的な内容

について次回小委員会までに意見集約を行うことが確認されました。

、 。この確認事項を受けまして ６月19日に第５回の小委員会を開催いたしました

第５回小委員会では、各市町村農業委員会の意見集約結果の報告を受けたわけで

すが、その概要につきましては、後ほどご説明申し上げますが、在任特例を適用

し、１年間在任する意見と農業委員会等に関する法律第34条を適用し、おおむね

１年間は六つの農業委員会が引き続き存続するとする二つの意見に分かれており

ます。小委員会としては、この結果について協議会へ報告し、協議会の委員さん
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のご意見をお聞きし、再度小委員会で論議をして、各委員会へ持ち帰り、改めて

小委員会で最終の取りまとめを行うこととなりました。ただし、各農業委員会の

意見集約の中で、意見が一致するものについては、今後の議論の中での基本的な

確認事項とするため、小委員会として取りまとめを行ったところです。この確認

事項については、資料の２、協議結果、中間の（１ 、小委員会での確認事項と）

して整理しております。

①として、新市における選挙による委員定数は30人とすること。②として、在

任特例終了後、または統合に当たっては、選挙区を設置することとし、その組み

合わせは、渋川市、伊香保町、小野上村の組み合わせと子持村、赤城村、北橘村

がそれぞれ単独とする四つの選挙区とするものと、渋川市、伊香保町の組み合わ

せ、小野上村、子持村の組み合わせ、赤城村、北橘村がそれぞれ単独とする四つ

の選挙区とするものの２案について検討すること。③として、農業委員会等に関

する法律第34条を適用した場合でも、合併後１年をめどに一つの委員会に統合す

ること。④として、今後の協議に当たっては、以上のことを前提に協議をするこ

と。⑤として、繰り返しになりますが、協議会へ中間報告を行い、協議会の意見

をお聞きし、各委員会へ持ち帰り、意見集約を行い、再度小委員会で取りまとめ

を行うこと。以上の５項目が第５回小委員会の確認事項であります。

資料28ページをお願いいたします （２）は、各農業委員会の意見集約の概要。

ですが、先ほどもご説明申し上げましたように、在任特例と農委法第34条の適用

の二つに分かれております。①の在任特例を適用するとした委員会は、三つの委

員会で、その内容を見ますと、特例を受ける委員の数については、30人とするも

のと80人とするものとに分かれ、在任の期間については三つの委員会がともに１

年間とするということで意見が一致しております。また、在任特例後の委員の数

は30人とし、選挙区を設置することで一致したものの、その組み合わせについて

は流動的でありました。②の農委法第34条を適用するとした委員会は、同数の三

つの委員会で、その内容を見ますと、新市において一つの農業委員会へ統合する

めどを合併後１年以内とし、統合後の委員数は30人とし、選挙区を設置すること

で一致したものの、その組み合わせについては、流動的でありました。

以上が小委員会での協議結果でありますが、この後事務局から農業委員会の現

。 、況や制度等について説明があります 皆さん方から忌憚のないご意見をいただき

今後の小委員会の取りまとめの中で生かしていきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いをいたします。

以上をもちまして、農業委員会の委員の定数等に関する小委員会報告といたし

ます。

ありがとうございました。議長（木暮治一君）

引き続きまして、参考資料について事務局より説明をお願いします。
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事務局長。

それでは、29ページをごらんいただきたいと思います。事務局長（吉原康之君）

これは、先ほどの議員の場合と同様に合併特例法で定めれております農業委員

会の委員の定数等に係る特例措置などについて整理をした資料であります。

まず、１の市町村の現況でありますが、表は関係市町村の農業委員会の定数等

について整理をいたしたものであります。一番左側の欄でありますが、①の委員

の定数でありますが、選挙で選ばれた委員、選任による委員、それぞれの記載の

数が現在の委員数でありまして、一番右の合計欄でありますが、選挙及び選任の

委員それぞれ88人と19人という状況にあります。特例措置等の検討につきまして

は、この選挙による88人について行うことになります。

次に、②の任期でありますが、中ほどにあります子持村の平成17年10月16日以

外は、いずれも平成17年７月19日となっております。

③の農家数及び④の農地面積は、それぞれ記載のとおりでありますが、一番右

の合計欄をごらんいただきますと、農家数は合計でありますが、3,713、面積は

2,877ヘクタールとなっております。最下段の報酬年額でありますが、数字はそ

れぞれ委員会ごとの合計額でありますが、渋川市の合計額でありますが、752万

1,000円が最も高く、伊香保町の129万9,000円が最も低額となっております。一

番右側の合計の欄６市町村の総額は2,365万円であります。

、 。（ ）、 、それから次に ２の農業委員会の設置数であります １ 原則でありますが

１市町村に一つが原則であります （２）は、特例でありますが、四角の中にあ。

りますように、市域の面積が２万4,000ヘクタールを超えるか、市域内の農地面

積が7,000ヘクタールを超えるか、いずれかに該当すれば、二つ以上の農業委員

会を置くことができます。渋川地区の場合、欄外にありますように、面積要件だ

けがこれを満たしておりまして、それもただいま申し上げました法定の要件をわ

ずか42ヘクタール超えるという状況にあります。

次に、３の農業委員会の委員の定数等に係る一般原則と特例でありますが、ま

ず（１）は、一つの農業委員会を置く場合の一般原則であります。この場合は、

、 。合併前日で全員失職し 合併の日から50日以内に設置選挙を行うことになります

これがその下の図にあります設置選挙でありまして、委員数30人以内で選挙を行

いまして、３年間在任することになります。その後は一般選挙となります。

次に （２）の一つの農業委員会を置くこととし、在任特例を適用した場合で、

ありまして、この場合は関係市町村の協議により定めました10人から80人の範囲

で定めた委員数で、合併後１年以内の範囲で引き続き在任することになります。

下の図は選挙なしとありますのは、このことをあらわしておりまして、仮に特例

の委員数最多の80人の委員数としますと、この地区の場合８人この定数を超える

ことになることから、88人の協議等によって、この８人を削る必要があります。
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在任期間経過後につきましては、一般選挙となりまして、30人以内のあらかじめ

定められた委員数で選挙を行うことになります。

次のページ、30ページをお願いいたします （３）でありますが、複数の農業。

委員会を置く場合の一般原則であります。この場合も合併前日で全員失職、合併

の日から50日以内に設置選挙を行うことについては、一つの農業委員会を置く場

合と全く同様であります。下の図になりますが、まず設置選挙を行います。設置

選挙は、次に説明をいたしますように、条例で委員数を決めておきます。在任期

間は３年間で、期間経過後は一般選挙となります。

次に （４）でありますが、ただいまの複数置く場合の一例ということで整理、

をいたしたものでありまして、①の委員数等の特例につきましては、一つの農業

委員会を置く場合と同様で、下の図は仮に二つの農業委員会を（Ａ）にあります

ように、渋川市、伊香保町、北橘村の現３市町村に一つ、それから小野上村、子

持村、赤城村３村に一つそれぞれ設置をいたしまして、現委員がそのまま在任す

ることとして整理をいたしたもので （Ａ）は選挙なしで46人が１年以内の期間、

在任することになります。その後は先ほどの一つの場合と同様であります。

次に、下の（Ｂ）は委員数は42人となりまして、他は（Ａ）の場合と同様であ

ります。この二つの農業委員会を置くような在任特例を使いますと、現在88人現

員の農業委員さんがいらっしゃるわけでありますが、先ほど在任特例で88人とい

うような数字で８人オーバーだというお話をいたしましたが、二つ農業委員会を

置くということになりますと、全員が農業委員として在任することになります。

次に （５）でありますが、合併後も従前のとおり６市町村の農業委員会をそ、

のまま存続させるとする特例でありまして、下の図のように選挙なしでそれぞれ

の農業委員会の委員が図の右に記載してありますとおり、旧市町村委員の残任期

。 、 、間在任することになります この特例を採用する場合には 採用の決定と同時に

一定の期間内、例えば３カ月あるいは６カ月、そういった一定の期間を決めてお

きまして、その後統合する。そういったことを決めておくことが通常であるとい

うように言われております。

次に、31ページをごらんいただきたいと思います。４の選挙区についてであり

ますが、これまで説明をいたしました原則を採用して設置選挙を行う場合、在任

特例を採用いたしまして、在任期間経過後の一般選挙を行う場合については、次

、 。（ ）に説明をいたしますように選挙区を設置して 選挙を行うことができます １

は、選挙区設置の基準であります。選挙区を設置する場合には、表にありますよ

うに、農地面積が500ヘクタール以上か、基準農家数が600人以上のいずれかの要

件を満たす必要があります。次の表は、６市町村のそれぞれの農地面積等の状況

を整理したもので、例えば伊香保町や小野上村はごらんのとおり、農地面積でも

また農業者数でも先ほどの要件を満たしていないことから、単独で選挙区の設置
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、 。はできないということになり 他の地域と組んで選挙区を設けることになります

次の（２）は、定数30人で選挙区を設置する場合の幾つかの例を整理したもので

ありまして、まず一番上の表では、二つの選挙区を記載のような組み合わせで設

置する場合でありまして、選挙区の定数は選挙人数に比例をして、条例で決める

ということになりますので、それぞれこの表の最下段の定数になります。一つ飛

びまして、３の例を見ますと、この例では記載のとおり、選挙区を四つ設ける場

合の例でありまして、この場合の各選挙区の定数が下段にありますように、そう

いった数字になります。

他については説明を省略をいたします。よろしくお願いいたします。

事務局の説明が終わりましたが、報告第25号につきまして、議長（木暮治一君）

ご質問、ご意見等ございましたらお願いします。ございませんか。

（ なし」と呼ぶ者あり）「

ないようでございますので、質疑等を終結をいたします。議長（木暮治一君）

このことにつきましては、お聞き取りいただいたということで、終結いたしま

す。

次に、報告第26号 新市建設計画（案）を議題といたします。

事務局の説明をお願いします。

事務局長。

報告第２６号 新市建設計画（案）

それでは、議案の33ページをごらんいただきたいと思い事務局長（吉原康之君）

ます。

報告第26号 新市建設計画（案 、このことについて別紙のとおり報告をする）

ものであります。別冊で別紙報告26号資料新市建設計画（案）というのを配付さ

せていただいておりますが、そちらの資料をごらんいただきたいと思います。

まず、表紙を開いていただきまして、目次をごらんいただきたいと思います。

点線で囲んであります右の方に新市将来構想の範囲とあります部分につきまして

は、３月30日の第６回及び４月28日の第７回の任意協議会においてご報告をした

ものであります。今回の報告は、下の太線で囲んだ新市建設計画の範囲とありま

す既に整理が完了した部分に関するものでありますが、さらに検討等を加える必

要のある項目もありますので、今後整理ができ次第ご報告を申し上げていきたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願いします。

次のＡ３のページをお開きいただきたいと思います。これは、表題にもありま

すように、基本的な施策の方向にかかわります概念図でありまして、新市建設計

画の全体の構成を特に具体的な施策を中心に整理したものであります。実際の事
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業につきましては、これらの施策を基本にして整理することになります。まず、

資料の左側になりますが、理念と将来像に基づきまして基本方針を導き出しまし

た。この基本方針を踏まえまして、真ん中にあります基本的な施策の方向を以下

のとおり整理をいたしました。ここまでは先ほど申し上げました過去の協議会に

おいてご報告した部分でありまして、そのすぐ右側になりますが、主な項目及び

主な施策が今回の報告であります。左から二つ目にあります基本方針のところを

ごらんいただきたいと思いますが、過去の協議会において、既にご説明を申し上

げましたように、八つの分野を設定いたしまして、それぞれについて具体的な施

策を組み込んでいく、こういった説明をしたところでありますが、冒頭の人にや

さしく便利で快適なまちづくり、これは道路、環境に関する部分でありますが、

この部分でこの表の一番右側になりますが、主な施策までの関連性等についてご

説明を申し上げますと、まず基本方針を踏まえまして、基本的施策の方向のとこ

ろでは四角の中にありますように、一体的な道路整備、交通環境の向上などにつ

いて整理をいたしておりまして、さらにその右の主な項目では、ただいまの基本

的な施策方向に沿いまして、四角の中に整理をいたしましたような連携を強化す

るための道路の整備、効率的なバス路線網の充実などの具体的な施策につきまし

て、整理をいたしました。そして、一番右側になりますが、主な施策の部分が記

、 、 、載のとおり四角の中にありますように 広域的な道路の整備 橋梁の改善・整備

既存バス路線の活用など、より具体的な内容となっておりまして、実際の事業は

これらの施策ごとに整理を進めることになります。

、 。 、それでは １ページをごらんいただきたいと思います 冒頭にありますように

Ⅳの新市における主要事業であります。ここからが新市建設計画における先ほど

の８分野ごとの主な施策及びその内容につきまして、それぞれ整理をいたしたも

のであります。図は、基本方針と主な施策までの関係をあらわしたものでありま

して、その下になりますが （１）では一体的な道路整備・交通環境の向上とい、

うことについて、次にあります記載の文章で、先ほどの基本的な施策の方向を整

理しております。下にあります表は、先ほどの具体的な事業に関連をいたします

主な施策を項目ごとに整理をいたしたものでありまして、次の２ページに続きま

すが、以下ただいま説明を申しましたものと同様に、22ページまでにわたって整

。 、 、理をいたしております やや飛びますけれども ただいま申し上げましたように

22ページまで同様な整理をそれぞれ施策ごとに整理をいたしておりまして、23ペ

ージをごらんいただきたいと思います。

23ページでありますが、Ⅴの新市における群馬県事業の推進であります。下記

のとおり現在調整中でありますので、これにつきましては、調整が終了次第改め

てご報告申し上げることにしております。

24ページをごらんいただきたいと思います。Ⅵになりますが、公共施設の計画
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的統合整備でありますが、ここでは既存の公共施設の現況や課題の整理をするこ

とにいたしておりまして、現在ここに記載してあるもののほか、さらに詳細な検

討を行っておりますので、検討が終了次第改めてご報告申し上げることにしてお

ります。内容の説明は省略いたします。

26ページをごらんいただきたいと思います。Ⅶの財政計画でありますが、この

ページから29ページにわたりまして整理をいたしておりまして、これらについて

、 。は既にご説明を申し上げているとおりでありますので 説明は省略をいたします

29ページになりますが、29ページにつきましては、これまでの協議会等でお話

が出ました11年目以降の財政推計の数字を整理した表を掲げておりましたので、

後ほどごらんいただければと思います。傾向とすれば、その以前の10カ年の状況

と基本的には変わっていないという状況になります。

次に、30ページをお願いいたします。Ⅷの新しいまちづくりの実現に向けてと

いうことで、ここではこの新市建設計画の骨格やねらいなどを示すとともに、こ

の計画が新市まちづくりの共通認識を持つための方向性を整理したものであるこ

と、そして先ほど申し上げました財政推計をもとに、計画された事業につきまし

ては、目標としては10年間ということでありますが、必ずしも財源等の関係です

べて実現されるものではないことなどについて述べております。具体的な事業実

施の考え方あるいは方策につきましては、新市にあって策定をしなければならな

いことになっております総合計画の中で、改めて検討する。こういったことにつ

いても整理をいたしまして、そのためにも総合計画の策定は新市以降後速やかに

行うべきだというようなことを整理しております。

以上でご報告を終わります。よろしくお願いいたします。

説明が終わりましたが、報告第26号につきましてご質問等ご議長（木暮治一君）

ざいましたらお願いいたします。ございませんか。

（ なし」と呼ぶ者あり）「

ご質問もないようですので、お聞き取りいただいたというこ議長（木暮治一君）

とで、次に入ります。

次第４の協議事項に移ります。

議案第52号 平成16年度渋川地区市町村任意合併協議会歳入歳出補正予算を議

題といたします。

事務局の説明をお願いいたします。

局長。

議案第５２号 平成16年度渋川地区市町村任意合併協議会歳入歳出補正予算

それでは、議案の35ページをお開きいただきたいと思い事務局長（吉原康之君）
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ます。

議案第52号につきましてご説明を申し上げます。平成16年度渋川地区市町村任

意合併協議会歳入歳出補正予算は、次に定めるところによりたいと思います。

歳入歳出予算第１条でありますが、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

項目ごとの金額は、次表によるとするものであります。

37ページをごらんいただきたいと思います。平成16年度歳入歳出補正予算、ま

ず補正の理由でありますが、住民説明会に関連をいたしまして、周知のための協

議会だよりの号外の発行、説明会資料の印刷、電算統合に係ります調査委託費な

ど、補正の必要が生ずるためにお願いするものであります。

最初に、歳入について説明をいたしますと、今回の補正財源は、先ほどの平成

15年度決算額でご説明申し上げました決算繰越金を充当することにいたしまし

て、３款１項１目繰越金を205万5,000円を増加いたしまして、補正後の計の欄で

ありますが、215万5,000円とするものであります。この結果、合計額の欄になり

、 、 、ますが 補正前の額1,740万円に対しまして 補正額205万5,000円を加えまして

計の欄でありますが、1,945万5,000円といたすものであります。

歳出でありますが、２款事業費、１項１目の広報費でありますが、先ほど補正

の理由で申し上げましたとおり、住民説明会にかかわります説明会資料等であり

まして、115万5,000円の増額をお願いするものであります。

次の２項１目調査研究費でありますが、電算の統合等に係ります調査研究費で

ありまして、今回このための検討組織といたしまして、新たに26の分科会を関係

市町村の協力を得まして、設置をいたしたところであります。この分科会に委託

業者であります専門の業者の参画が必要となるということで、そのための経費の

。 、 、増額補正90万円をお願いするものであります この結果 合計の欄でありますが

先ほどの歳入とそれぞれ同様の額となるものであります。

以上で説明を終わります。よろしくご協議の上、ご決定くださいますようお願

いいたします。

事務局の説明が終わりましたので、議案第52号につきまして議長（木暮治一君）

ご質問等ございましたらお願いいたします。ございませんか。

（ なし」と呼ぶ者あり）「

ご質問ないようでございますので、お諮りをいたします。議長（木暮治一君）

議案第52号につきましては、原案のとおり決定することにご異議ございません

か。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

ご異議なしと認めます。議長（木暮治一君）

議案第52号は原案のとおり決定されました。

協議事項は以上であります。
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次に、次第の５、その他に移ります。

、 、 、 、 、１ 市町村合併住民説明会の結果報告 ２ 次回会議の協議項目について ３

次回会議日程について、あわせて事務局より説明をお願いします。

事務局長。

その他

それでは、39ページをごらんいただきたいと思います。事務局長（吉原康之君）

５のその他でありますが、まず（１）の市町村合併住民説明会の結果報告であ

りますが、これは別冊で市町村合併前期住民説明会意見交換の概要という資料を

お渡ししておりますが、内容についての説明は省略をいたしまして、後ほどごら

んをいただきたいと思います。

（２）の次回会議の協議項目でありますが、次回は記載のとおり①から④、冒

頭の議会の議員の定数及び任期の取扱いに関すること以下ただいま申し上げまし

たように、この時点では４項目の協議項目について協議をお願いすることにいた

しております。

それから （３）の次回会議日程でありますが、これは今後のスケジュールと、

もあわせて説明をいたしますけれども、当面記載のとおり平成16年７月27日火曜

日でありますが、午後２時から渋川市民会館小ホールで開催をお願いするという

予定であります。

それでは、別冊で今後のスケジュールということでお渡ししてある資料をごら

んいただきたいと思います。

まず、１ページをごらんいただきたいと思います。これまでのスケジュールの

ご説明では、先ほど会長からもごあいさつの中で申し上げましたとおり、協議項

目の数等を前提にいたしますと、この第９回の任意協議会で一応協議が終了する

ということで、ご説明を申し上げてまいりましたが、これも先ほど申し上げまし

たように、未協議の項目や既に調整方針を決めていただいた項目でも、合併時あ

るいは合併後も含めて一定の方針や具体的な対応等を決定しておく必要のある項

目がありますことから、今後協議会をさらに開催する必要があることから、これ

らの協議を前提に今後のスケジュールということで整理をいたしたものでありま

して、まず未協議項目等の概要についてご説明を申し上げます。

大きくは、記載のとおり６項目ほどになりまして （１）の新市の名称につき、

ましては、合併の報告が明確にならないと事務が進められないということで、こ

れまで協議をいたしておりませんでした。具体的に協議をお願いするということ

になりますと、留意事項の欄にありますように、このための小委員会の設置や名

称の公募等について検討が必要になります。
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次の（２）の議員及び（３）の農業委員会の定数等の取扱いにつきましては、

先ほど中間報告の概要についてはご報告のとおりでありますが、さらに検討をい

たしまして、その結果につきましては一定の方向が出れば協議会においてご協議

をしていただくことになります。

（４）の地域審議会につきましては、ただいまの議員の特例の適用などとも関

連をいたしますが、合併によって地域住民の声が反映されにくくなるといった懸

念への対応の方法といたしまして、合併特例法に規定されております制度であり

まして、さらに今回の同法の改正で新たに地域審議会と同じような趣旨で制度化

された留意事項欄にあります地域自治区及び合併特例区についてもご協議をして

いただくことになります。

（５）は、一部事務組合の関係でありまして、広域組合の存続等の検討や職員

退職手当等に係る群馬県市町村総合事務組合への加入等についての検討が必要と

なります。

（６）は、その他事業として区分されておりますもののうち、留意事項の欄に

ありますように、指定金融機関の取扱い等の協議があるところであります。

次に、２ページをごらんいただきたいと思います。２の調整を要する事項であ

りますが、冒頭で申し上げましたとおり、既に協議をされ、調整方針が決定され

。 、 、ている項目であります 以下に整理をいたしましたとおり 大きな項目としては

次ページにわたりますが、10項目ほどありまして、このうち幾つかのものは具体

的な対応等の決定についてかなりの時間とかなりの作業が必要でありまして、既

に検討を並行して進めているものもあります。

（１）は、合併の期日でありますが、留意事項欄にありますように、平成17年

４月１日から平成18年３月31日の間で、首長や議員の任期等を考慮して決定する

ことになります。

次の（２）の本庁や支所の組織・機構の問題でありますが、これは特に重要な

項目でありまして、支所の具体的な業務や人員の配置など、住民サービスに直結

する項目でありますことから、今後正副会長会議等で協議をお願いし、任意協議

会に報告するといった手続が必要になると考えております。

（３）は、一般職員の給与等でありますが、調整方針では新市になってという

ことになっていますが、合併時までに調整の具体的な方針や統一する目標時期な

どを整理しておく必要があると考えておりまして、必要に応じまして、協議会等

への報告をすることにしております。

（４）は、特別職等の報酬でありますが、包括的な調整方針については、既に

ご決定いただいているところでありますが、その決定方法等を検討する必要があ

ります。

（５）は、市長職務執行者でありますが、合併後新しい市長が選挙されるまで
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の間関係市町村長の中からその協議によりまして、職務執行者を定めておく必要

があります。

（６）は、固定資産税などにかかわりますもので、固定資産税や個人市民税の

納期、入湯税の日帰り休憩の扱い等について協議する必要があります。

３ページをお願いいたします （７）は、字名の扱いでありますが、調整方針。

では字の区域は現行でとなっておりますが、字名は合併時までにということであ

りますんで、このための調整が必要となります。

（８）は、国民健康保険税及び介護保険の納期でありますが、住民や実務への

、 、影響が大きい納期につきましては 合併時までに統一となっておりますことから

このための協議が必要であります。

（９）の消防団については、合併時までに統合ということになっておりますこ

とから、それぞれ関係団体等への働きかけを初め、具体的な統合方法などについ

て検討する必要があります。

最後の電算システムについては、行政事務に欠かせないものとなっておりまし

て、それらシステムの数等につきましても、膨大なものに上りますことから、先

ほど補正予算等でご説明を申し上げましたとおり、任意協議会の下部組織とは別

に、26の分科会を設置し、検討をしておりますが、一定の時期に統合業務の内容

などについて決定する必要があります。先ほどもご質問にもありましたように、

これは大きな項目として区分をした調整をする項目でありまして、このほかにも

必要に応じて協議項目あるいは協議する必要があるものにつきましては、ご報告

あるいはご協議をいただくということで考えておりますので、よろしくお願いを

いたします。

それでは、４ページをお願いしたいと思います。これはただいま説明を申し上

げました協議項目を前提に致しますと、今後のスケジュールがどうなるかという

ことで整理をいたしたものであります。まず、左の欄にあります住民説明会の日

程でありますが、本日配付をいたしました住民説明会の概要につきましては、５

月18日から５月29日の間に実施をいたしました第１回の結果であります。この第

１回の説明会の実施に際しまして、７月中旬から下旬にかけて第２回を実施する

予定であると申し上げましたが、資料の整理等の関係で、これまでに説明をした

日程では開催が難しい状況にあります。そこで、今回整理をし直したものが左側

の欄にあります住民説明会の日程であります。今後作業が順調に進めば、その欄

外にありますような日程で住民説明会を開催することになります。

まず、最初にあります７月15日でありますが、協議会だよりによりまして、住

民への周知等を行いまして、８月以降おおむね１カ月間で住民説明会を行うこと

になります。ただ、この１カ月間という時期につきましても、かなり流動的な要

素がありますことから、場合によってはもう少し繰り上がることも予想されます
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ので、その辺はそういったご理解でよろしくお願いをしたいと思います。

それから、右側の欄になりますが、これは会議、その他日程でありますが、先

ほど申し上げましたように、右のさらに欄外にありますが、中ほどにあります７

月27日に第10回の会議を予定しております。以下８月15日の協議会だより10号の

発行 それから具体的な日程は未定でありますが ８月末までに次の通算では11回、 、

目の協議会を予定しております。これは、いずれにしても、先ほど申し上げまし

たものと繰り返しになりますが、現時点での整理ということでありますので、今

後かなり流動的な要素も予想されることがありますことから、多少変更があると

いうようなことで、全体を通じてご理解をいただければと思いますので、よろし

くお願いを申し上げます。

ただいま事務局長よりいろいろ資料につきまして説明が行わ議長（木暮治一君）

れました。

この件につきましてご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。

はい。

、 、委員 新井晟久君（ ） 今後のスケジュール案ということで 今説明を受けましたが

これは日にちがはっきり入っておるんですけれども、先ほど当初一番最初市長が

法定協議会へ早い時期にぜひ入りたいと、そういうようなあいさつの中で話があ

りましたけれども、それについて何も明記されておりませんが、そうするとこれ

、 。 、 、でいくと どういう形になるんでしょうか これは 別に日にちが決まらなくも

今までのスケジュールには法定協議会への移行について書かれておりましたけれ

ども、今後のスケジュール、今示されたものについて法定協議会については何も

言及されておりませんので、その辺についてお聞かせください。

最初に、あいさつのときに申し上げましたように、本来なら議長（木暮治一君）

ばできるだけ早く法定協議会に移行していきたいという意向で正副会長会議も終

了しております。しかしながら、事務局体制の中でいろいろ新設合併の場合は難

しい事務が多くあります。そういった関係から、事務局の方のいろいろ手順等、

また住民説明会の動きによって、法定協議会の設置をできるだけ早めるようにし

ていきたいという手順で考えておるところでございます。

できるだけ早目にという会長の今答弁というか、決意でござ委員（新井晟久君）

いますが、各町村によってはそれぞれいろいろな事情があって、その辺の取り扱

いについては町村の考え方があると思うんですが、今まで先ほど事務局長の方か

ら15年度の事業報告があり、百何回の分科会、それからまた専門部会等々15年度

だけでもそれだけ大きな労作業が行われ、16年度に入っても恐らく大変な作業が

行われて今日まで来ているわけでございます。今まできょうは第９回ですか、協

議会で大体いろんな協議項目が承認されながら今日まで進んできたわけです。会

長とすれば、早く法定協議会に進んで、具体的に物事が進むようにという、そう
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いう気持ちであるわけでございます。私としても、今までの分科会、また専門部

会、また我々のこのような任意合併協議会等々ずっと長い間真剣に協議しながら

進んできたわけでございますので、私とすればその辺を各町村長は十分に頭の中

に入れて、今まで各町村で進めてきたとは思いますけれども、これは私の要望に

なると思いますけれども、市町村同じような早い時期に各町村議会で態度を決定

して、対応をしていただきたいと、こういうふうに私は思います。これは要望で

ございますけれども、そういうことを私は今日までの流れを踏まえまして、心か

らそう思っております。

以上で私の意見を、これは質問でも何でもない、私の今までの考え方を述べた

わけでございますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

ただいまの新井委員のご意見のように、私ども関係の正副会議長（木暮治一君）

長会議におきましても、それぞれの市町村長がそのような考え方で進めておると

ころでございます。ただし、いろいろ事務的に難しい問題が処理される問題があ

るわけでありまして、そういったものをできるだけ早くできるように私どもとし

ても事務局を叱咤激励といいますか、そういう形で進めてまいりますので、よろ

しくご理解をいただきたいと思います。

はい。

北橘村の南雲でございます。ただいま新井委員からお話があ委員（南雲鋭一君）

った中身と関連するんでございますけれども、先ほど宮下小委員会長より、議会

の議員の定数等に関する小委員会報告ということがされまして、一応報告されま

した。ただ、会議の中で論じられています中身が先ほど報告にもありましたよう

に、一つは定数特例を進めるべきであるという考え方と在任特例で進めるべきで

あると、こういう二つの両極の意見が出されたわけですけれども、その在任特例

、 、 、に関しまして 意見として出ていますのは 94人では多過ぎるという言葉が住民

市民、村民等に反感を受けるのではないだろうかというような意見等もございま

した。しかし、６市町村が一緒になろうというのだから、当然94がごく当たり前

だという意見等もございまして、在任特例を決めるに当たっては、この人数、そ

、 、のものが委員会の中では大きく論じられていると こういうことでございまして

委員の中には頭が決まらないうちに論じられないんじゃないかというようなこと

もあったものですから、この辺の総数が決まるのはいつぐらいかなというのも論

議の対象になったわけでございます。

そんなような意味から、小委員会の中では事を決定するに当たって、それらの

動きとともに関連した結論の見出し方をせざるを得ないのかな、こんなような状

況でありました。宮下委員長の報告の中で発言をすべきかどうかと言いましたの

は、私自身が小委員会のメンバーでございましたんで、その場で発言することは
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、 、 。差し控えて この場で発言させていただいていると こういうことでございます

そして、先ほど委員会報告の中で出されました意見としては、原則でいくべき

であるという意見もありまして、それが特例を採用するという方向でいっていく

ならば、人数の少ない形での44人ぐらいがよろしいんではないだろうか。そうい

うことが経費を削減をするという目的からすれば、ごく自然ではないですかと、

こういう意見等もございました。そんな意味で、この場では定数特例で現状の報

酬のままでいった場合、１年以内の特例でいきまして、そして後は30人原則でい

きますと、44人の定数でいった４年間よりもはるかに金額は安いんですと、多い

から銭が高いんですよということでないこともこの場で発言させていただきまし

て、皆さんの認識をしていただけたらと、こういうふうなことでございます。

そういうふうな意味で、後からのものは先ほどの発言に対して、委員の一人と

してそんな考え方もありますと、こういうことでお聞き願えたらというふうに思

っております。そういうふうな意味から、94という数字とのとり合いの中から、

委員会の中ではその人数を確定するのはいつかと、こういうことも論議がござい

ましたものですから、同じ答えになろうかと思いますけれども、会長にその辺に

ついての考え方を再度お願いをしたいと思います。

以上です。

議員の定数特例か、在任特例かということでありますけれど議長（木暮治一君）

も、これは先ほどの町田委員、また塩野委員からもいろいろご意見が出されたわ

けであります。そういったことを踏まえられまして、小委員会の方で結論を出し

ていただくべきだというふうに考えております。先ほどのご意見の中でもありま

した。在任特例というものは非常に住民の批判が多いというふうなことも新聞、

テレビ等でも報じられているところでありますし、そういった中で地域の代表と

しての議員さんでありますから、在任特例も必要だというふうなご意見もあるわ

けでありますけれども、きょうのご意見を踏まえまして、小委員会で新たに論議

をいただきまして、お決めいただくことがベターではないかなというふうに考え

ております。

今会長からお答えいただいたわけですけれども、先ほど新井委員（南雲鋭一君）

委員からありました94というものはどうのこうのという論議の中で、この数字で

いくんだという、方向が来ればそれでいいわけですけれども、法定協移行の問題

でこの６市町村というものがどうなっていくかということが法定協への移行の中

身じゃないかなというふうに思っているものですから、この辺の94というのはそ

のまま想定する中で、委員会としての結論を出していくという方向にならざるを

。 。得ないのかどうなのか この辺を会長の方からお考えをいただきたいと思います

以上です。

在任特例であれば、当然現在の議員さんがそれぞれ特例を受議長（木暮治一君）
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けるわけでありますから、人数については変更はございません。定数特例の場合

は、全然新たな問題でありますので、選挙を経るわけでありますから、そういっ

た中では、それぞれの枠組みをどのようにするか、各市町村に基礎配分をするの

か、そういった点についてのご議論になろうかと思います。在任特例の場合は、

当然94人であれば94人が在任特例を受けるわけでありますので、よろしくお願い

いたします。

ほかにございませんか。議長（木暮治一君）

（ なし」と呼ぶ者あり）「

質疑も終結いたしたようでございますので、以上をもちまし議長（木暮治一君）

てこの議題につきましては終わります。

それでは、特にないようですので、以上をもちまして本日予定いたしました協

議事項等はすべて終了いたしたところであります。

これで議長を退任させていただきます。ご協力大変ありがとうございました。

長時間にわたりましてご協議いただき、大変ありが事務局次長（五十嵐研介君）

とうございました。

以上をもちまして第９回渋川地区市町村任意合併協議会を閉会いたします。

大変お疲れさまでございました。

閉 会（午後２時４９分）
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